
１ 暴風警報・暴風雪警報、特別警報及び避難指示発令時の対応                                    TEL０５２（９１１）２４６１ 

 ①登校前・在宅時 ②登校途中 ③在校中 ④下校中 

暴風警報 

暴風雪警報 

（「名古屋市」に） 

 
自宅待機、避難な

ど、ご家庭ごとの対応

をお願いします。 

原則としてそのま

ま登校する。その後に

ついては、「③在校中」

に準じた対応。 

通学路の状況、気象状況等から判断し、授業

を中止して一斉下校、または学年別下校、状況

によっては保護者による引き取りを行う。 

※「きずなネット(メール)」等にて連絡する。 
そのまま下校し、その後につい

ては「①登校前・在宅時」に準じた

対応。 
特別警報発令時 

（「名古屋市」に） 

避難指示発令時 

（「志賀中学校区内」に） 

中学校ブロック内の小中学校で情報交換を

行い、その後の対応を決定後、保護者に連絡す

る。 

※「きずなネット(メール)」等にて連絡する。 

※ 教育委員会が前日に休校を決定した場合、平日・土日祝を問わず、前日午前 12時までに教育委員会より「きずなネット(メール)」と「教育委員会ホームページ」で休校を 

お知らせします。 

２ 上記の発令が解除された時の対応 

 

 

 

 

３ 南海トラフ地震に関連する情報発表時の対応 

 

 

 

 ①登校前・在宅時 ②登校途中 ③在校中 ④下校中 

南海トラフ地震に関する情

報の発表時 

学校から連絡がない限

り、通常通り登校する。 

原則としてそのまま登校

する。その後について、「③

在校中」に準じた対応。 

「きずなネット(メール)」等に

て連絡を入れる。状況によって、保

護者の引き取りにより下校する。 

 そのまま下校し、その後につい

ては「①登校前・在宅時」に準じ

た対応。 

① 午前６時までに解除された場合・・・・・・・・・いつものように分団登校し、通常通りの授業を行う。 

② 午前６時から午前１１時の間に解除された場合・・午後１時５分～午後１時３０分に決められた通学経路で登校し、午後の授業を行う。 

（給食はありません） 

③ 午前１１時までに、決定・解除されなかった場合・・・・当日の授業は行わず、臨時休業とする。 

 

 

 

４ その他 

○ 登校前に震度５強以上の地震があった場合、学校から連絡があるまで、臨時休業となります。  

○ 注意報及び、大雨（土砂災害、浸水害）、大雪、波浪、高潮等の警報（暴風警報、暴風雪警報ではない警報）発令時は、特別に学校から連絡がなければ、通常通りです。 

○ 天候や通学路の状況によっては、登校時刻を遅らせる、下校時刻を遅らせる、または、引き取りをお願いする場合もありますのでご承知おきください。 

その場合は、「きずなネット(メール)」等でお知らせします。 
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